
 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品に関するリスクコミュニケーション 

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに係る食品健康影響評価② 

～我が国の検査対象月齢の引き上げについて～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月２５日（木） １４：３０～１６：３０ 

 

大阪市立男女共同参画センター東部館＜クレオ大阪東＞ホール 

 

 

主催：食品安全委員会 

 



1 

午後２時31分 開会 

（１)開会 

○司会（篠原） お待たせ致しました。只今から「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに係る食品健康影響評価②～我が国の検査対象

月齢の引き上げについて～」を開催致します。 

 本日、司会を務めます食品安全委員会事務局の篠原です。よろしくお願い致します。 

 

（２）事務局からの説明 

○司会 初めに、本意見交換会は質疑応答の御発言を含めまして公開で開催致します。発

言者、参加者の皆様の写真及び映像が配信、報道される可能性があることをあらかじめ御

了承ください。また、説明会の内容及び資料につきましては、意見交換会終了後に食品安

全委員会のホームページを通じて公表することを予定しております。 

 では、お配りしております資料の確認をお願い致します。お手元の配付資料一覧を御確

認ください。配付資料一覧にあります資料、足りない資料がございましたら近くの係の者

にお申し出ください。 

 なお、資料に一部誤記がございまして、修正をお願い致します。配付しております資料

２の２ページ、スライド番号３というところがございます。その何年何月というところで

ございますが、おしまいの２つ、2012年２月、それから2012年４月となっておるところが

ございますが、ここが2013年２月、また2013年４月の誤りでございますので、修正いただ

ければと思います。 

 続きまして、本日の意見交換会の進め方について御説明させていただきます。議事次第

をご覧ください。まず、食品安全委員会事務局長の姫田尚より、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）

対策に係る食品健康影響評価の経過につきまして約10分程度御説明致します。続きまして、

食品安全委員会プリオン専門調査会の座長をしていただいております麻布大学客員教授の

酒井健夫先生より、評価案のポイントについて約40分程度御説明をいただきます。その後、

10分間の休憩を挟みまして会場の皆様と質疑応答、意見交換を行いたいと思います。事前

にいただいておりました御質問につきましては、御質問の多かった事項を中心にできる限

り説明の中で触れられるよう参考とさせていただいております。ただ、時間の都合上全て

の質問にあらかじめお答えすることが難しい場合がございます。説明内容に含まれていな

い場合には、恐れ入りますが質疑応答の時間に御質問いただければと思います。 

 閉会は16時30分を予定しております。意見交換会の円滑な進行に御協力いただきますよ

うよろしくお願い致します。 

 

（３）講演 

○司会 それでは、最初に評価の経緯につきまして、食品安全委員会事務局長姫田尚より

御説明を致します。 
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牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに係る食品健康影響の経過について 

 

食品安全委員会事務局長 

姫田 尚 

 

 こんにちは。食品安全委員会事務局長の姫田でございます。どうぞよろしくお願い致し

ます。今日はお忙しい中お集まり願いましてありがとうございます。 

 今日は牛海綿状脳症の対策の見直しに係る食品健康影響評価ということで、先程司会の

方からお話ありましたように、健康影響評価をしていただいたプリオン専門調査会の酒井

座長にメーンのお話をしていただきます。その前に私の方から、昨年の10月に答申を返し

ましたものについてまずお話しさせていただいて、それで全体の御理解を進めていきたい

と思っております。 

（スライド２） 

まず、資料１に基づいてお話し致します。 

 まず、食品安全委員会のリスク分析、食品の安全を守る仕組みということで、我が国は

ＢＳＥの発生を契機に致しまして、10年前にリスク分析に基づいて食品安全を行っていこ

うということが決まりました。これは当時、既にアメリカやＥＵではさらに10年前、今か

ら20年以上前にこのような仕組みがとられていたわけですが、我が国はその時点で、10年

前にＢＳＥを契機にやっとこのような仕組みになったということです。 

 まず、基本的に私どもの方でリスク評価をします。そして、厚生労働省、農林水産省、

消費者庁でリスク管理をすると。具体的にはどういうことかというと、リスク評価という

のはそういう食品の安全についてどうやっていくかということを科学的に評価していこう

と。例えば、農薬ですとＡＤＩ、具体的にどの位一日に摂取できるかという量をここで決

めていきます。リスク管理ということになりますと、厚生労働省や農林水産省、消費者庁

などは、厚生労働省はいわゆる食品全般について、これは輸入食品も国産の食品も合わせ

管理を行います。農林水産省は生産、流通、加工、こういうところでの食品安全を守って

いきます。消費者庁は新食品、いわゆる健康食品や機能性食品、こういうもののリスク管

理を行っております。こういう主として３つのリスク管理官庁がリスク管理を行っている

わけです。例えば農薬については、厚生労働省は農薬のそれぞれの残留基準、それぞれの

食品に残っていても大丈夫な、むしろ残ってはいけない基準を厚生労働省が決めて、それ

を管理していきます。よって、必要なものは検査を行い、そして国民に安全なものを提供

するわけです。農林水産省は農薬について使用基準を決めて、通常の使用基準をきちんと

農家が守る限りにおいて、厚生労働省の残留基準が大丈夫である使用基準を設定していま

す。このようなことを行って、それぞれリスク管理、あるいはリスク評価が行われて、食

品安全が守られていくということでございます。 

 今回、私どもではリスク管理機関である厚生労働省からＢＳＥの対策についてリスク評
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価の依頼を受けたものですから、これについて私どもの方でリスク評価を行い、今度はリ

スク管理機関にお返しするというところでございます。リスク分析は大きく分けてリスク

評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの３つの要素からなります。このリスク評

価とリスク管理、それぞれの機関は全てリスクコミュニケーションということを行ってい

かないといけないと。リスクコミュニケーションとは消費者、生産者、流通、マスコミ、

そして科学者、このような利害関係者が色々なことを、お互いの意見を出し合って、そし

て分かり合っていこうということが基本でございます。勿論、リスクコミュニケーション

というのは、いわゆる私どもの行政機関だけではなくて、食品メーカーもリスク管理者で

ありますから、こういうことをやっていかないといけないということがあるかと思います。 

（スライド３） 

一昨年の12月に厚生労働省から食品健康影響評価を諮問されました。それは３つに分か

れています。１つはまずＢＳＥの国内措置について、検査対象月齢について20か月齢から

30か月齢に引き上げた場合にどうなるかということ。それから、特定危険部位、ＳＲＭに

ついて、これはＯＩＥ、国際基準と同じですが、頭部、それから脊髄、脊柱について現行

の全月齢から30か月齢超に変更した場合どうなるかということ。そして、同じように国境

措置について、米国、カナダ、フランス、オランダ、マスコミでは殆ど米国しか書いてあ

りませんが４か国について月齢制限の閾値、これを20か月齢から30か月齢。フランスとオ

ランダは輸入禁止でしたからゼロから30か月齢ですけれども。そして、特定危険部位が日

本と同じように国際基準にした場合にどうなるかということを諮問されています。３つ目

として、上記１及び２を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値を引き

上げた場合のリスクを評価するということです。私どもの方では、この１と２については

昨年の10月に評価をして、厚生労働省へ答申をお返しております。今回、酒井座長にお話

しいただくのはこの３についてです。どうも色々と誤解があるようですが、この３につい

ては、ここの月齢の規制閾値、月齢制限についてどうするか。検査月齢と、それから輸入

月齢についてどうなるかということを諮問されていまして、特定危険部位、ＳＲＭの範囲

を変えるということには諮問されていません。よって、今回ＳＲＭの範囲を変えるという

ことはないということです。よく誤解されている方がいらっしゃって、30か月齢超をまた

上げるのではないかなということを考えている方がいらっしゃいますが、もともと諮問が

ないこと、それから既に国際基準と同じになっているということで、ＳＲＭの範囲を変え

るということではありません。 

（スライド４） 

経緯と致しまして、一昨年の12月に厚生労働省から諮問がありまして、そして全部で８

回にわたってプリオン専門調査会において検討をしていただきました。そして、食品安全

委員会、親委員会で審議した結果について、パブリックコメントをいただいて、最終的に

厚生労働大臣に昨年の10月22日に答申を返しております。 
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（スライド５） 

具体的にはどういうことかというと、まず議論として、現行の飼料規制等のリスク管理

措置を前提としたということで、我が国、あるいは４か国の飼料規制等のリスク管理措置

があるという状況の中で、牛群のＢＳＥの感染状況、昨年ＢＳＥが確認されたのが21頭と

いうことで、最盛期の３万数千頭から比べると非常に減ってきております。こういうＢＳ

Ｅの感染状況を比べ、そして感染リスクと、実際に牛群がＢＳＥに感染するリスクを考え、

そして牛と人との種間バリア、牛から牛へうつるリスクと、牛から人へうつるリスク、当

然種間バリアがあるので、牛から人への種間バリアがあると。こういうことを考えると、

厚生労働省の諮問の内容にあります30か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛の内臓を食べても、

あるいは特定危険部位を変えても変異型クロイツフェルト・ヤコブ病、ｖＣＪＤの発症は

考え難いという結論を出しております。具体的にどうなったかというと、先程の厚生労働

省の諮問どおりで、国内措置については検査対象月齢を30か月齢超に、そして特定危険部

位を変えたとしても、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できると。同

じく国境措置については、４か国についても、あったとしても非常に小さく、人への健康

影響は無視できるということでございます。何故、健康影響はないと書けないかという御

意見がありますが、あくまでもリスクというのは非常に低くなっているということはある

としても、リスク管理上の問題、あるいは、例えば特定危険部位も全部きれいに除去でき

るわけではないというようなこと、そういうことも踏まえて科学的な態度として、これは

あくまでもリスクが非常に低いのだということを申し上げているということでございます。

決してリスクがないということ、そういうことは言えないということです。ただ、非常に

発症は考えがたいということで、まず我が国の国民がクロイツフェルト・ヤコブ病にはな

らないだろうということを申し上げておきます。 

（スライド６） 

具体的にこれを受けて厚生労働省がリスク管理措置を変えました。20か月齢超を30か月

齢超に上げるということで、30か月齢以下の検査は不要になったということ。それから、

今までは頭部、脊髄、脊柱、回腸遠位部全ての全月齢を特定危険部位にしていましたけれ

ども、こういうような形になったということです。 

（スライド７） 

輸入についても、アメリカ、カナダが20か月齢以下、フランス、オランダは輸入禁止だ

ったものが、アメリカ、カナダ、フランスが30か月齢以下、オランダは12か月齢以下のも

のが輸入可能になっています。これはオランダのリスクが高いから12か月齢以下というこ

とではなくて、オランダの場合、ヴィール（子牛肉）しか輸出する意思がないということ

なので、オランダの方からこれ以上の資料の提出をしないということで、このような輸出

体制になっています。よって私どもの評価に対して、必ずしもリスク管理機関は全体の意

見とか状況、現実のあり方、アベイラビリティ等を考えると、評価結果どおりにしないと

いうこともあり得るということです。勿論、それでリスクが非常に上がるという管理を行
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うことはできません。これは当然30か月齢を12か月齢以下にするわけで、リスクは下がる

方向なので、別に全然問題ないだろうということです。それから、ＳＲＭの除去の対象と

いうことは、回腸遠位部と扁桃を全月齢にと。これは30か月齢以下しか適用されませんの

で、回腸遠位部と扁桃をＳＲＭの除去の対象にしたということでございます。 

（スライド８） 

それで、１、２の評価依頼は終わりまして、３についての評価依頼についてです。これ

について今回、この後、酒井座長から説明をしていただきますが、平成12年10月12日に検

討を始めまして、75回と合わせて計５回のプリオン専門調査会で御検討をいただきました。

そして、４月８日に食品安全委員会で審議を致しまして、翌日からパブリックコメントを

募集しているところでございます。 

 このパブリックコメントの募集は、５月８日まで行っておりますので、是非、御意見が

ございましたら、お寄せいただきたいと思っております。その後、食品安全委員会で検討

を行った後、評価結果を厚生労働大臣に通知するということになるかと思います。厚生労

働省もそれに合わせてリスク管理措置を変えることになります。 

 以上、簡単でございますが私の説明とさせていただきます。 

 

○司会 続きまして、次の説明に入らせていただきます。 

 資料は資料２となります。牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに係る食品健康影響評

価②について、食品安全委員会プリオン専門調査会酒井健夫座長から御説明をいただきま

す。よろしくお願い致します。 
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牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに係る食品健康影響評価②（案）の概要 

我が国の検査対象月齢の引き上げについて 

 

食品安全委員会プリオン専門調査会座長 

酒井健夫 

 

 こんにちは。ただいま紹介をいただきました酒井でございます。 

 先程、姫田事務局長から、ＢＳＥ対策の見直しの経緯についてお話をいただきましたが、

平成23年12月19日に厚生労働省からＢＳＥ対策の再評価について諮問をいただきました。

直ちに検討を開始して、説明がございましたように平成24年10月に最終結論を出させてい

ただきました。その諮問事項の１つ目の国内措置、２つ目の国境措置については既にお返

し致しましたので、残っている３番目のさらなる月齢を引き上げた場合のリスクの評価に

つきまして、今回、結論を得ましたのでご報告致します。ただし、この中でアメリカ、カ

ナダ、フランス、オランダの４か国につきましては、まだ資料が十分ではございませんの

で、国内措置についての結論を先行させていただき、検討を継続しているところでござい

ます。 

（スライド２）  

これは既に局長からお話がございましたように、まず2001年９月10日に国内において１

頭目のＢＳＥの感染牛が確認されました。直ちに、この原因は汚染肉骨粉と判明しました

ので、飼料規制を行いました。そして2001年に特定部位、ここでは2004年に食品衛生法の

改正に基づいて脊柱の除去が義務付けられましたので、ここでは頭部と脊髄と回腸遠位部

で、これらの除去と焼却の義務付けが始まりました。これが功を奏して、2002年１月以降、

出生月齢でみた国内最後の発生牛の出生であります。確認したのは2009年でありますが、

出生年月では2002年の１月、これが36頭目で、これ以降国内では発生していません。2004

年9月に我が国のＢＳＥ対策の評価検証結果の中間取りまとめが行われました。また、特

定危険部位であるＳＲＭを除去することの徹底を図ることによって、ＢＳＥの感染リスク

は低減し、非常に効果があるということで、取りまとめられました。そして、2004年にＢ

ＳＥ検査の対象月齢を21か月、それまでは全月齢を検査対象にしたのを21か月齢以上とす

るということで、昨年の再評価に至ったところでございます。 

（スライド３） 

これは局長がお話しされましたスライドと一緒でございます。2003年の４月から新たな

屠畜場の施行規則、あるいはＢＳＥの特別措置法の規則が一部改正されました。なぜ、

2012年の10月に諮問に対する報告を行ったのに、半年しか経ってないのではないかという

お言葉が、この前の説明会でございましたが、そうではなくて、既に23年の12月に諮問い

ただいた時から検討を加えておりまして、１、２を先行する形でお返しをしたわけであり

ます。その際に30か月についてのリスク評価でありますので、今回はさらなる月齢を引き
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上げた場合のということで、結果的には48か月超に引き上げたとしても、人への健康影響

は無視できるということで報告したところでございます。過日、ＯＩＥ、国際獣疫事務局

の科学委員会において、ＢＳＥに対します日本の状況の評価結果が出てまいりました。米

国とオランダと日本におきましては、管理されたリスクの国から無視できるリスクの国に

変更すべき結論が出され、今年度の５月に開催される総会で確定をするということになっ

ております。したがいまして、この11年間ＢＳＥが発生していない、そしてＯＩＥにおい

ても無視できる国になるという評価を得ているところでございます。ＢＳＥ発生の原因が

明確でありますので、この原因に対する対応である飼料規制が十分に機能を果たしている

と言えます。 

（スライド４） 

それでは、この諮問事項の３番目にございます、さらに月齢の規制閾値を引き上げた場

合のリスクの評価に関して、これが今回検討を加えてきた結果です。諮問事項の３番目に

つきましては国境措置、これは輸入月齢、そして国内措置は検査月齢ですが、国内措置を

先行する形で検査対象月齢の引き上げにつきまして検討致しました。輸入月齢につきまし

ては、現在、資料を収集、あるいは検討しておりますので、この検討結果ができ次第御報

告をさせていただきます。 

（スライド５） 

ここでの評価の基本的な考え方は、今申しましたように規制閾値、これは国内措置につ

きましては検査月齢を対象とし、国境措置としましては輸入月齢の制限を引き上げた場合

のリスク評価です。ここでは２つの項目になります。１つ目は、定型ＢＳＥの制御を基本

として評価を行うことになります。この後に非定型ＢＳＥの話も出てまいりますが、ここ

では定型ＢＳＥの制御を基本として評価を行います。そして、２つ目は、評価対象国にお

いて定型ＢＳＥが発生する可能性が極めて低い水準に達しているかどうかを判断基準にす

ることになります。そして、これが判断できた段階で、一番下に書いてありますようにさ

らなる月齢の引き上げということになりますが、今回は国内措置について先行させていた

だきました。 

（スライド６） 

評価項目と評価手法はどうするかということになりまして、３点挙げてございます。ま

ず、ここでは出生月齢で見たＢＳＥの最終発生時からの経過年数です。最終発生時の出生

年月で見ましたところ、2002年の１月生まれが最後で、それ以降11年間発生が確認されて

いません。これは後程この11年間発生されてないということについて、詳しく評価をさせ

ていただきます。２つ目が、交差汚染防止対策を含めた飼料規制の強化措置を導入してか

らの経過年数であります。2001年に肉骨粉飼料の完全禁止を致しましたので、これが功を

奏していることになりますが、実際にはこういったことがどの程度遵守されているのかと

いうことを調査項目の中に加えて検討させていただきました。そして、３番目にはＢＳＥ

対策の実施状況であります。２番目でもお話ししましたように、対策の遵守状況がどうな
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っているのかについて評価を致しました。その評価した結果、ある年月以降の出生コホー

トについて、ＢＳＥが発生する可能性が極めて低い水準になっているかどうかです。これ

は定量的にはなかなか難しいので、定性的な判断を致しました。極めて低いと判断された

場合、その後、一定期間検査を継続することについて、経過措置が必要であるかどうかと

いうことになります。まず上の四角の中の１、２、３について評価をして、次いで、その

評価結果から極めて低い水準になっているかどうかを検討します。なっているとすれば、

経過措置を必要とするかどうかということを検討に加えました。 

（スライド７） 

次に、具体的なお話しを致します。飼料規制の有効性の確認に必要な検証期間でござい

ます。まず、飼料規制の有効性の確認に必要な期間ということで、このＢＳＥの場合、潜

伏期間が５年から5.5年ということが明確になっております。有効性がどうなのかという

ことでございますが、11年間発生をしていないという事実がございます。ＢＳＥ感染牛の

95％以上ということは、殆どの牛で検出するのに必要な期間で、見つかるとすれば、殆ど

が見つかる期間がどうなのかということでございます。これは95％ということであり、生

物統計学的に信頼の期間という信頼度というのが95％ということが言えます。しかし、こ

の場合では11年間経過することによって95％以上の検出を必要とします。この後に出てま

いりますＥＵと、それからフランスの例でこの検討を致しました。 

（スライド８） 

これがそのイメージ図であります。上の赤い丸がＢＳＥの陽性牛であります。仮に感染

があった場合には必ずここで見つかるということになります。そして、もしも、この期間

に感染がなければ、ＢＳＥが不検出というのが白丸ですが、この間に検出されなければ当

該のコホートに今後ＢＳＥが発生する可能性は殆どありません。出生コホートというのは

出生年月が同じ牛群でありますから、これは同じ牛群の中で感染が仮にあったとすれば、

既にこの場合で検出されているはずです。我が国におきましては、11年間発生はありませ

んので、この後も検出はないであろうということが言えます。もしも、この期間に検出さ

れなければ、出生コホートに今後ＢＳＥが発生する可能性は殆どないと言えます。このよ

うな形でのイメージにおいて、次のスライドで説明します。 

（スライド９） 

これはＥＵにおけますＢＳＥの感染牛の摘発年齢分布であります。なぜＥＵのデータを

用いたかと言いますと、陽性例が我が国では36頭でありますが、ヨーロッパではご存じの

ように非常に摘発頭数が多いので、1994年から1999年に生まれたコホートのデータに基づ

くＢＳＥの感染牛の摘発年齢分布、これを推定致しました。そして、右側の図では、これ

は2001年から2004年のフランスのデータに基づきまして推定を致しました。これによりま

すと、満11歳になるまでには96.6％摘発されています。11歳が経過した牛群では感染牛の

殆どが摘発されているということになります。したがって、ここが10歳でありますので、

11歳、ここで96.9％摘発されたということになります。そしてフランスにおきましても、
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95％ということになりますと10.6歳、11歳でありますので、この11歳の段階で95％摘発さ

れているということになります。したがいまして、ここでは欧州委員会が2007年に採用し

た手法を用いまして、11年ということで我々は検討を行いました。 

（スライド10） 

これは日本のと畜時の年齢です。これまで2001年から2012年までに1,488万頭を日本で

は検査を行っております。その中でのと畜牛は1,395万頭であります。分布を見ていきま

すと、48か月というところで、37から48というところになります。83.1％が48か月以下と

いうことになります。したがいまして、約17％が検査の対象になるということになります。

120か月齢、10歳でと畜されるのは95％ですが、ここでいきますと約120か月ということに

なります。120か月以下でと畜されるのは我が国では95.5％含まれるということになりま

す。 

（スライド11） 

 これをまとめますと、飼料規制の有効性の確認に必要な検証期間は、いずれの場合も11

年経過すればあるコホートにおいて殆どの牛、これは95％以上の牛のＢＳＥ発生状況が確

認できることになります。しかも、豊富なデータに基づくＥＵにおけるＢＳＥの感染牛の

摘発年齢分布では、11年で96.9％が検出されています。この数字は信頼できる数字である

と我々は判断致しました。したがいまして、ＢＳＥの発生が11年間確認されないことをも

って判断する。その起点はＢＳＥの感染牛の出生月齢で見た最終発生時点とするというこ

とで、2002年の１月がこの起点になります。 

（スライド12） 

それに基づきまして、安全性の確認であり、それが確認をされたならば、今度は経過措

置が必要であるかどうかという３番目のところについてお話しを致します。ここでは出生

コホートの検査による検証率についてでございます。ここでは最終の発生が2002年であり

ますので、2002年は96.9％の検証率であります。そして、これが経過をしていきますので、

それによってこの検出率が下がってくるということになります。これはあくまでもＥＵに

おきます感染牛の摘発分布に基づきまして、我が国の摘発年齢の推定による検証率という

ことで説明をしております。2002年の出生コホートでは96.9％、それから経過ごとに下が

って94.3％、あるいは89.8％、80.1％、63.7％と低くなっています。肉骨粉飼料、これは

原因がはっきりしていますので、飼料規制によって確実にBSE発生が制御されていること

になりますので、飼料規制の有効性の確認に必要な検証期間、いわゆる経過年数を11年と

しますと、2013年の時点で2002年の最終出生後のコホートは無視できる段階にあると判断

を致しました。これはＯＩＥの考え方に一致するものであります。 

（スライド13） 

次に、ＢＳＥの対策がどのように行われていて、現在どういう状況にあるかということ

を17項目の点検表を用いて、検討致しました。ＢＳＥの対策の実施状況について、ＢＳＥ

制御に有効な一定水準以上の規制が行われているかどうか。この点検表に判断基準を設け
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まして、そしてこれを17項目と総合評価で、全ての項目につきまして検討致しました。例

えば、生体牛は、これは侵入リスクを評価するものになりますが、肉骨粉について発生国

からの輸入禁止措置がとられているか。そして、哺乳動物由来の肉骨粉の哺乳動物への飼

料給与は禁止がなされている。これは「いるか」ということの問いに、答えは措置がとら

れていることになります。禁止給与措置がなされていることであります。そして、レンダ

リング施設等に対する定期的な監視が行われているかです。重大な違反がない。そして、

ＯＩＥ基準の同等以上のサーベイランスがなされているか。そして、下はＳＲＭについて

です。これはＳＲＭの除去によって、これは現在と畜場で行われているものが完全に実施

されているかどうか。一番下に記述してありますように、それらを２段階から４段階で評

価を致しました。 

（スライド14） 

これが結果の要約であります。点検結果の総合評価で、レンダリング施設、飼料工場等

の監視体制と遵守率です。遵守率と書きましたが、遵守状況ということで御理解いただき

たいと思います。この部分だけが丸となり、これ以外のものは全て二重丸で、確実に遵守

されています。2010年に飼料用の肉骨粉に牛由来たんぱく質が混入していた事例が１件ご

ざいました。しかし、これは飼料として利用されることなく焼却されています。フードチ

ェーンの川上から複数多段階の監視措置が有効に機能していると評価致しました。したが

いまして、ここのところだけが丸ということになりました。日本におきましては2002年１

月に生まれた感染牛が最後の１頭で、それ以降11年間にわたってＢＳＥの感染牛は確認さ

れていません。このことはＢＳＥ発生を制御するための日本の飼料規制が極めて有効に機

能しています。各段階において総合的なＢＳＥに対する対策の実施によって、日本ではＢ

ＳＥの制御ができているものと判断致しました。したがいまして、ＢＳＥの原因は異常プ

リオンで、それが伝播することになりますので、飼料規制が完全に機能しておりますので、

ここで感染は全く心配することはありません。ただし、この現状を継続するということが

前提でございます。先程申しましたように2001年から2012年の間にと畜牛を1,395万頭検

査しており、この中で、先程の2002年の36頭目が確認され、それ以降、出生年月で見まし

たＢＳＥの感染牛は確認をされていません。 

（スライド15） 

以上のことをまとめますと、スライド番号の15番ですが、ＢＳＥプリオンの侵入リスク

の低減措置、これは輸入規制が的確に行っておりますので、リスクは極めて低いレベルで

あります。それから、ＢＳＥプリオンの増幅リスクの低減措置で、これは飼料規制です。

反すう動物用飼料への動物由来たんぱく質の使用禁止をしており、ここでのリスクは極め

て低いレベルであります。それから、ＢＳＥプリオンの曝露リスクで、これは食肉処理場

でのＳＲＭの除去とその焼却の義務、それからピッシングの禁止、こういったものにより

まして、リスクは無視できる程度の極めて低いレベルにあるということが結論付けられま

す。 
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（スライド16） 

以上のことをまとめてみますと、日本ではＢＳＥの検査陽性牛の出生月齢を確認した図

が、ここにございます。縦軸に確認の月齢であり、横軸に年次をとってあります。最終確

認が2009年の１月でありますので、ここの部分で2002年の２月以降、これが出生したとこ

ろになりますので、ＢＳＥ検査陽性は見つかっていません。この日本の飼料規制が極めて

有効に機能しているということです。感染には感染源があり、感染経路があり、そして感

染受性のあける宿主が必要であります。その中での感染経路を完全に遮断されていること

がここで確認できます。 

（スライド17･18） 

そこで、評価結果につきましてこのように取りまとめを致しました。ＢＳＥプリオンに

ついて、輸入規制による侵入リスクの低減措置は、先程スライドで御説明致しました。そ

して、飼料規制が的確に行われていることによりまして、増幅リスクの低減措置が適切で

あります。そして、食肉処理工程においての曝露リスク低減措置が適切にとられているこ

とで、感染の原因は遮断されています。さらに牛と人との間の種間バリア、これは種の壁

という感受性の違いが、存在しますので、結論と致しましても、日本においては牛由来の

牛肉及び内臓、特定危険部位以外、ＳＲＭ以外の摂取に由来するＢＳＥプリオンによる人

でのｖＣＪＤの発生の可能性は極めて低いと言えます。 

（スライド19） 

評価結果２では、2002年の１月生まれの最終発生以降に生まれた牛には、11年間にわた

りましてＢＳＥの発生が確認されておりません。したがいまして、ＢＳＥ感染牛は、これ

までのヨーロッパあるいはフランスの状況から判断致しますと、今後発生する可能性は殆

どないと我々は結論付けました。 

（スライド20） 

しかし、評価結果３では、11歳未満の出生コホートは発生の確認のための期間がさらに

必要であろうと判断しましたので、当面の間48か月を超えたものについての検証を継続す

る必要があります。この期間、当面の間でありますが、これが数年になるか、あるいはど

のような期間かは、今後、検証を続けていく中で結論が出てくると思っております。 

（スライド21） 

これが最終結論でありますが、国内措置の検査対象月齢を48か月超、４歳超に引き上げ

たとしても、人への健康影響は無視できると判断されます。感染が遮断されていますので、

しかもこの11年間発生をしていないということで、我々としてはこの人への健康影響とい

うものは無視できると判断致しました。 

（スライド22） 

そして、どのような根拠で48か月超を導き出したのかが、ここに書いてございます。ま

ず１つは発生確認最低月齢で、一部の例外を除きましてＢＳＥ検査陽性牛は48か月以上、

この後のスライドで非定型ＢＳＥの話が出てまいりますので、ここでは例外を除いてＢＳ
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Ｅ検査陽性牛は48か月以上であります。これは、今回の再評価の対象と致します日本、そ

してアメリカ、カナダ、それからフランス、オランダ、これが現在の評価対象国でござい

ますので、この中で言えます。そして、ＥＵにおけますＢＳＥ発生の実績の推定からで、

先程２枚のスライドを出させていただきましたが、ＢＳＥ検査陽性牛の殆どがこの98％で

48か月以上で検出されていると推定されます。そして、これは前回の検査対象を30か月と

評価を致しましたが、経口投与実験、感染実験を行っております。これは、投与後44か月

で、48か月に相当します。この感染実験には４か月齢の牛を使っておりますので、投与後

44か月以降に異常プリオンたんぱく、これは１グラムというのはイギリスで最も感染濃度

が高かった時、これを与えても48か月以上が相当するということで、この48か月の具体的

な根拠と致しました。もう一つは、潜伏期間の知見で、ＢＳＥプリオンの摂取率が少ない

程、潜伏期間が長くなるというこの感染実験の知見も含めます。以上のことで、検査対象

月齢をこの48か月超とすることで具体的な根拠と致しました。 

（スライド23） 

最後になりますが、ここで１つ非定型ＢＳＥの問題がございます。下のところに孤発性

の疾病である可能性があるということで、殆どの非定型ＢＳＥは８歳以上で、6.3歳から

18歳までに分布しています。しかし、日本では23か月で１例見つかっておりますが、これ

につきましては感染性がない、そして人への感染性は無視できるという結果を得ておりま

す。殆どが８歳以上の高齢牛であり、極めて稀に発生します。世界で現在60数頭でござい

ます。これは48か月以上、高齢牛で極め稀に発生するということでありますので、この48

か月齢超で検査することで十分対応できます。一方、2002年の１月以前の出生コホートに

ついて、これが重要でありますが、生存している高齢牛の中に極めて低い確率ですが、Ｂ

ＳＥに感染している牛が残っている可能性も完全否定はできません。現在のところ、この

感染が遮断されておりますので、今後発生はないと考えられます。しかし、ゼロリスクで

はないということも考えますので、こういったことを含めますと、48か月を超えた牛を検

査することによって、これらのことは十分にカバーできると判断を致しました。 

（スライド24） 

この検査月齢を48か月超とした場合ですが、参考までにここに検査件数をおいてみます

と、48か月齢は日本でのと畜頭数の累積パーセントでいきますと83.1％になります。した

がいまして、検査対象が17％ということになります。 

（スライド25） 

これは先程、姫田局長からお話がございましたように、23年12月にいただいた諮問の内

容でございます。今回、３番にございますようにさらなる月齢を引き上げた場合、しかも、

国内を先行して答申を致しました。今後は、国境措置についての検討を継続して行ってい

く予定です。 

 以上で私からの説明を終わりにさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 
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○司会 酒井座長、どうもありがとうございました。 

 ここで10分間の休憩をとりたいと思います。こちらの会場の時計で、ちょっとこの時計

進んでいるかと思いますが、こちらの時計で３時35分に再開をさせていただきます。それ

までにお席にお戻りいただきますようお願い致します。 

 それでは、ここで休憩と致します。 

 

～休憩～ 

 

（４）質疑応答・意見交換 

○司会 時間となりましたので、再開をさせていただきます。 

 ここからは会場の皆様と質疑、意見交換を行いたいと思います。この後、質疑につきま

しては、先程情報提供させていただきました酒井座長、それから姫田事務局長に御意見や

御質問に対応いただきます。 

 それでは、酒井座長、姫田事務局長、よろしくお願いします。 

 御質問のある方は手を挙げていただくようお願いしますが、私が指名致しますので、そ

の後係の者がマイクをお持ち致します。その上で、差し支えなければ御所属とお名前をお

願い致します。できるだけ多くの方に御質問、御意見等いただきたいと思いますので、発

言につきましては要点をまとめて２分以内程度でお願いを致します。回答者におかれまし

てもできるだけ回答の方も簡潔にお願い致します。 

 それでは、御発言のある方、挙手をお願い致します。御質問、御意見、どのようなもの

でも結構でございますので、よろしくお願い致します。 

 それでは、真ん中の男性の方、お願い致します。 

○質問者Ａ 今日は先生、ありがとうございました。大変よく理解できました。 

 今日の御説明とはちょっと違うかと思うのですが、当初、イギリスでクロイツフェル

ト・ヤコブ病が三百数十人以上出て、非常に問題になりました。その原因というのが、確

か日本では食べられていない子牛の脳を安い牛肉に混ぜてイギリスの人がハンバーグで食

べたと、そういうのが原因だということがございましたけれども、ここにも報道機関の方

がいると思うのですが、そのようなこと全くといっていい程、殆ど知らされない。日本で

は、ＢＳＥが非常に怖いものだというような印象ばかりが報道されていたと思います。さ

らに報道特番でも、ホルスタイン牛がトラックからよろよろと降りてくる画像を流してい

ました。あの牛は、その後はきちんと歩いていたということで、報道機関の方がこの機会

を捉えてもっと正しく、あるいは政府もクロイツフェルト・ヤコブ病と人の関係というの

をもう少し正しく理解させないと、非常に莫大な時間とお金を掛けて、ただ恐怖心だけを

あおったのではないかと思いまして、この報道された時点で発生すべき点ではないかと思

っておりますが、いかがでしょうか。 

○姫田 御意見ありがとうございます。おっしゃるように、英国での発生は子牛の脳では
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なくて脳全体だと思います。要するに、ハンバーガーの場合、通常我が国の場合は食味の

関係から、つなぎはジャガイモでんぷんやウサギの肉とか廃鶏肉とかそういうものを多く

使っております。ただ、イギリスでは安いハンバーガーでおっしゃるように脳を使ったも

のがかなりあったと聞いております。ただ、これが確実に発生原因になったかというと、

どうもそのようなものを食べた人達が多いのではないかとは、言われておりますけれども、

それが、科学的な知見としてはどうであったかと言いますと、なかなか申し上げられない

ということでございます。 

 また、報道機関の関係で、おっしゃるとおり、事実を誤認させるような映像がしばらく

使用されていましたが、我々の方からも、誤解を招く映像は使用しないよう申し入れた次

第でございます。絶対に確実に守られているとは言えませんが、その後、これらの映像が

使われることが少なくなったかと思っております。 

 それから、私どもはこのようなことを踏まえ、ＢＳＥだけではなく、農薬、食品添加物

等、私ども食品安全委員会の親委員から、順次マスコミの方々や消費者団体の方々を対象

に、およそ３か月に１回程度のペースで勉強会を開催しております。また、これから一般

的な連続講座というものを開いて、一般の国民の方々にも勉強会を開催することを予定し

ております。 

○酒井 今の御指摘で、非常に重要なことは情報を速やかに正しくお伝えして、国民の皆

様に認識と理解を高めていただくことです。共通の基盤を持つということが非常に重要だ

と思います。今回、食品安全委員会がこういう場を設けていただいたということは非常に

重要だと思いますし、コミュニケーションという言葉だけでなく、行動する場を今後も多

く設けていただき、皆さん方との対話を通じて共通の認識を求めていくということが重要

ではないかと思っております。 

○司会 その他発言、御質問、御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 せっかくの機会でございますので、どのような内容でも結構でございます。多少の疑問

という点もございましたらどうぞ。 

 それでは、どうぞ。 

○質問者Ｂ 消費者団体の者です。 幾つか分からないところを教えていただければと思

います。２分ということなので、ちょっと早口で。 

 １つは、お話にもありました非定型ＢＳＥの問題が消費者団体の中でも話題にはなって

います。定型ＢＳＥの場合は発生のメカニズム等も含めてある程度解明がされているとい

うふうに理解をしているところですが、非定型についてはそこまでは、まだ解明はこれか

らだという部分があるというふうに聞き及んでいます。今日の説明の中では、これまでの

発生状況からすれば、48か月齢以上の検査をすることで非定型ＢＳＥのリスクについても

カバーできるのだという、そういう御説明だったと思うのですが、その発生のメカニズム

が十分に分かっていない中で、過去の発生の状況だけからで、今、48か月齢以上で大丈夫

だということがどれ位の信頼性を持って言えることなのか、まだ多少は信頼性に欠ける部
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分が定型に比べればやっぱりあるということになるのか、そのあたりの考え方を少し教え

ていただきたいというのが１点目です。 

 ２点目は、ＢＳＥ検査の問題ですが、感染実験か何かの資料を読ませていただくと、検

出できるようになるのが大体40かカ月齢以上とか、あるいは30か月齢以上とか、あるいは

発症前７～８か月前位からしか検出はできないというような記述があると思うのですが、

それでも、日本では21か月齢と23か月齢で、1,000分の１ぐらいのプリオン量で感染性は

ないということであったとしても、検出はされたことがあるわけです。そのことは、検出

精度を上げれば、検出しようと思えばできるけれども、感染性はないからそこまでの精度

を求めてないんだということなのか、21か月齢、23か月齢というのがたまたま偶然何かの

はずみで検出されただけのことであって、通常は検出されないはずのものなのだというふ

うに理解していいのか、そのあたりどう考えていいのかがちょっと私自身よく分からない

ので、教えていただきたいというのが２つ目です。 

 ３つ目が、今回、ＳＲＭ以外の肉骨粉の肥料への使用を認めるという評価書が同時に出

されていると思うのですが、エサではないにしても、肥料として出回るということは、例

えば牧場の中でその肥料が誤って、牛のエサに使用されるという可能性自身はやはり起き

てくるということなのかなとも思います。そういう意味では、リスクを高める要素にはな

り得るのかなとも感じますので、そのあたりのことは、ＢＳＥでは非常に関心が高いとこ

ろなので、やはり丁寧に説明もしていただいた方が、消費者としては不安感は減るのかな

という感じがします。 

 最後に、これはちょっと厚生労働省さんに聞かないといけないのかも知れないのですが、

これからの検査は恐らく48か月齢超のと畜牛と、24か月齢以上の高リスク牛（死亡牛）が

検査されるということになるのだと思いますが、例えば48か月齢以下のところでサンプリ

ング検査をやることによって、さらに解明が進む部分があるのではないかというようなこ

とも思うのですが、そのようなことはどのように考えられるのかということで少しお聞か

せいただければと思います。 

 以上です。 

○姫田 まず私の方から肥料利用と、それから48か月齢以下のことについてお答え致しま

すと、肥料利用については、プリオン専門調査会の方で明らかに不要ということで答申を

返させていただいています。これは基本的に科学的にはもう問題はないが、リスク管理上

どうなるかということで、今、御質問あったように牧場で使われないかとか、万が一牛の

口に入らないかというようなことのリスクは、わずかに残っているだろうと思います。た

だし、基本的にもともと牛が食べる、万が一１頭の牛がいて、それが100頭位まとめてレ

ンダリングされて、それが肉骨粉として肥料に使われた場合にどうなるかということにな

るかと思います。ただ、肥料利用用の肉骨粉についても、基本的には特定危険部位を取り

除いた部位の通常の食用に回るものと同じものからつくられた肉骨粉であるということ。

それから、もう一つは、リスク管理機関である農林水産省がしっかりとリスク管理を行っ
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て行くということで、基本的には肉骨粉単体での肥料利用は認めないと。化学肥料として、

肉骨粉は大体、果樹用あるいは果菜用に使用しますので、化学肥料を８、それから肉骨粉

を２というような割合で、これは必ずマニフェストをつけて複合肥料メーカーに出荷する

ということが基本です。それから、牛には与えてはいけないというような表示をすること

で、牛からは隔離しようということです。 

 もう一つは、実はこの肉骨粉肥料というのは非常に高価な肥料でございますので、牧草

とか家畜用のトウモロコシには基本的には使用していません。実際、牧場に肥料をまく場

合は大抵牛糞の堆肥、あるいは場合によってはＢＢ肥料と言われる一番安いタイプの化学

肥料でございます。勿論、トウモロコシなどの場合は殆どが牛糞堆肥というような形にな

っておりますので、もともと使われないものを、きちんとリスク管理していくということ

で、問題はないということでお返しした次第でございます。 

 それから、48か月齢以下のものについてサンプリングするというのは、もともと48か月

齢以下には、先程酒井座長からの説明で、今回基本的には、まずこの後、我が国ではＢＳ

Ｅは発生しないだろうと。よって、確認されないだろうということですが、48か月齢以上

について念のため、ここは万が一の場合には確認される確率があると。したがって、48か

月齢以下についてはまず必要がないということで、これをサンプリングするということは

非常に無駄なことだと考えております。厚生労働省が最終的にどうされるかということは

別ですけれども、人と税金の無駄遣いということです。具体的に、実際には、厚生労働省

の方から単独の補助金で、およそ年間５億円位のキット代が支出されております。その他

に県が２割位負担していますから、キット代で６億円位になるのですが、この６億円がか

なり無駄になっているということが１つと、それから約３年間ＢＳＥ陽性牛が出ておりま

せんので、400万頭ぐらいの牛を全国で検査して、それが全部陰性だという検査をやり続

けているということです。残念ながら、今５億円とか６億円とかいった数字だけでなく、

現実には食肉検査所の獣医師である食肉検査員が非常にこれに掛り切りになっているとい

うような現状がございます。私どもとしては、やはり国民の食品のリスクを下げるという

意味では、むしろ、寄生虫の検査ですとかＯ157等の病原性微生物の検査、こういうもの

をしっかりと行って行くことが国民の食品に関するリスクを下げることになるだろうと思

っております。 

 あと、24か月齢の死亡牛については、これは厚生労働省ではなくて、農林水産省が実施

しておりまして、これは、あくまでも死亡牛については、全て食品あるいは飼料のルート

から除かれております。これは全部焼却もしくは油脂については燃料として燃焼させてお

りますので、これは食品リスクと全く関係はありませんが、これがいわゆるサンプリング

検査になるわけです。これが24か月齢以上について今検査しているわけですが、今後、農

林水産省がどうされるかということについては、どの程度のサンプリングをすれば、我が

国の清浄性を確認できるかということを考えるということになるかと思います。先程、酒

井座長からもお話があったように、我が国も、５月には無視できるリスクの国になるとい
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うことなので、そういうことも受けてどうするかということを考えるのではないかと思い

ます。 

○酒井 それでは、私から非定型ＢＳＥと、それから21か月齢についてお話をします。 

 まず、非定型ＢＳＥにつきましては、これは世界で今現在61頭確認されておりますが、

先程申しましたように非常に高齢牛であります。それで、発生の年齢は6.3歳から18歳で

す。日本では23か月で見つかっておりますが、これについては感染性が認められていない

ということで、人への健康影響は無視できると考えております。まずＢＳＥと非定型ＢＳ

Ｅの違いでありますが、まず異常プリオンたんぱく質のバンドパターンが全く異なります。

非定型ＢＳＥにつきましては、分子量に基づいてＨ型とＬ型の２つのタイプがございます。

現在２種類に大別できます。これについて、フランスで確認されているもので、人への感

染性の可能性があるかどうかについて、これまでサルで行った感染実験から示唆されてい

ますが、非定型ＢＳＥの発生が多く見られたフランスでも、この発生頻度は30か月齢以上

の牛100万頭当たり、Ｈ型は0.41頭、それからＬ型は0.35頭で、極めて稀の発現でありま

す。日本で23か月齢が確認されたことにつきまして、異常プリオンたんぱくの蓄積量が定

型ＢＳＥに比べて約1,000分の１でありまして、さらに人より感受性の高い遺伝子改変マ

ウスの脳内接種による感染実験を行いましたが、感染性が認められないという結果がござ

いますので、我々は定型ＢＳＥとは異なるものであると理解をしております。 

 それから、21か月齢につきましては、日本で21か月齢のＢＳＥ陽性牛がございましたけ

れども、これにつきまして閂部におけるＢＳＥプリオンの蓄積が定型ＢＳＥに比べまして

極めて低く、これも1,000分の１程度であります。そして、ＢＳＥプリオンの感受性の高

い牛型プリオン遺伝子組み換えマウスに脳内接種しても、感染性が認められない結果です

ので、日本で見つかった21か月齢のＢＳＥ陽性牛につきましての人への感染性は無視でき

ると判断しました。 

 以上でございます。 

○司会 他に御質問、御意見等ございましたらお願い致します。いかがでございましょう

か。何かございましたら。 

 それでは、そちらの女性の方お願い致します。 

○質問者Ｃ お話ありがとうございました。 

 伺っていまして、質問も答えていただいたのですが、やはり発生件数が少ないことを理

由に、リスクがある以上無視することはできないのではないかというふうに私は思います。

今回、プリオン専門調査会が48か月齢超というふうに緩和するというところの根拠を、先

程も、日本及び他の４か国のＢＳＥ検査陽性牛の実績が、一部の例外的な事例を除いて48

か月以上ということだったのですが、やはりこの例外的な事例とか、残る２％というとこ

ろに対策をとることこそが国民の健康と命を守ること、そしてＢＳＥをやはりこの10年間

の努力でこういうふうにしてきたことがあるわけですから、根絶まで本当に進めることが

重要ではないかと思います。先程、税金と労力の無駄ということもありましたが、私は無
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駄ではなくて、そういう自治体や国の努力があって、この10年強の間に本当に日本で発生

するということを抑えてきたということを大いに評価もして、根絶まで引き続き続けてい

ただきたい。それが科学の役割であり、予防原則を徹底するということかと思いました。 

 もう一つは、今回、４月１日からＢＳＥの検査対象が20か月齢超から30か月齢超に引き

上げて、さらにその検証が、今、同じ４月ですから、あまりされないまま、今度48か月齢

へということで引き上げられることが、すごく消費者としては違和感を感じています。２

月に始まって４月１日から、そして、もう48か月に引き上げるということは、実際に検証

されているのだろうかということが非常に不安です。そこのところをもう少し詳しく、ど

うして短時間でスピーディーにというか、緩和がされるのかなということの御説明をいた

だけたらと思います。勘繰るようですが、今、ＴＰＰに加入するということの前提条件と

して、日本のＢＳＥ対策の緩和を行うということが、アメリカから強制され、圧力が掛け

られているのではないかと考えてしまう消費者の一人です。よろしくお願い致します。 

○姫田 どうもありがとうございます。 

 まず、根絶までということですが、酒井座長の資料２の10ページの19のパワーポイント

ですね。これで評価結果２と書いてありますが、2002年１月生まれの最終発生以降に生ま

れた牛には11年にわたりＢＳＥの発生は確認されてないということで、ＢＳＥ感染牛は満

11歳になるまでに、殆ど97％が検出されるということです。要するに、もし感染牛が存在

すれば、97％でもう既に検出されているだろうと。よって、これからの分というのは、突

然３％が検出されるのではなくて、97％検出されていないのだから、残りの３％はまず検

出されることはがないだろうという考え方です。そういうことを考えて、今後、ＢＳＥが

発生する可能性は殆どないと。これは先程ゼロリスクはないのだということで、根絶とい

う言葉は使っていないのですが、まずそれに近い言葉が使われていると。要するに我が国

でもＢＳＥの発生する確率は殆どないんだということでございます。 

 それと、月齢を引き上げることによってということは、先程もここで御説明しましたよ

うにそういう状況の中で、かつ、もう一度我が国の感染状況を調べてみましょうというこ

とで、48か月齢以上を検査してみましょうということで、検出されそうなところを、検出

される可能性があるところを検査してみようということで、我が国についてはもう検査を

する必要がないのではないかという議論が専門調査会の中でもあったのですが、そうは言

いつつも、さらに検証を続けようということで、48か月齢超を検査対象月齢にしたという

ことでございます。 

 それから、期間が短いということは、最初に私の方から説明致しましたように、これは

２つの諮問を続けて評価したということではなくて、最初から30か月齢、資料１の一番最

初を見ていただくと、お分かりいただけるかと思います。国内措置、国境措置、そしてさ

らにということで３つの諮問に対して評価を行っています。これは厚生労働省から、まず

30か月齢について評価してほしいとの諮問内容によります。その後に検査月齢の引き上げ

についても評価してほしいということで、１、２については８回にわたって、そして３に
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ついては５回にわたって専門調査会を開催していただいて、その中でご議論した結果とい

うことで、特別に急いで評価を行っているということではありません。また、検証期間に

ついてですが、今回の２つの答申内容というのは基本的に同じ考え方のもとにありますの

で、それを検証するということではないかと思います。それと、もし、実際にこのＢＳＥ

のリスク管理に関する検証を行うということになると、11年というような期間を掛けるこ

とになるかと思いますので、それは現実的ではありません。 

 それから、ＴＰＰの絡みでありますが、今回、もう一度申し上げますが、我が国の検査

対象月齢の引き上げを行っても、アメリカ、カナダ、フランス、オランダについては輸入

月齢を引き上げるというわけではありません。まだこれについては、これから評価する内

容です。そういう意味で、むしろ私どもが懸念しておりますのは、我が国だけ規制を緩め

て海外を緩めてないということで、ＴＰＰに逆の方向での反作用が生じるのではないかと

いうことです。特に何も今のところは生じておりませんが、そういう意味で、今回は我が

国の基準を緩くしたということを御理解いただきたいと思います。 

○酒井 ただ今の局長のお話に追加させていただきますと、16ページを見ていただければ

と思います。ＢＳＥの検証結果で、これは検出されたBSE陽性牛とBSE対策の効果の検証で

す。恐らくこれは今後も検証しなければいけないと思いますが、我が国においては２波の

侵入リスクがあったのではないかと考えられます。これによって、2002年１月生まれの

BSE陽性牛を最後の確認として、BSEは当然出生した子牛が汚染飼料を摂取したことによっ

て発生するわけです。これを最後として発生していません。先程申しましたように、感染

は感染源があって、そして感受性のある牛がいて、汚染飼料を摂取することで感染します。

それがセットになって初めて感染が成立するわけですから、飼料規制が完全に実施されて

おりますので、恐らく今後は生じることはないと考えられます。このことがスライドの８

ページ、これはイメージ図ですが、この中で、この２つの陽性牛群と陰性牛群が存在する

とします。ＢＳＥ陰性、これは11年間発生してないので、ここでは95％ということであり

ますが、これは生物統計学的に95％で十分に信頼性が存在します。これを読みかえますと、

殆ど発生はしないと断言できます。したがいまして、リスクに対しては、局長が話された

ようにほぼここで感染が遮断されています。 

 それから、30か月と48か月について、23年12月に諮問いただいてから全体として検討し

てきて、その中で諮問に30か月がありましたので、早くお返しするということで30か月に

ついて結論を出して先行してお返ししました。したがいまして、当初から検討は続いてお

りますし、これからも我々は検討を続けていかなければならないと思っております。 

○司会 他に御意見、御質問等ございますでしょうか。先程のここまでの議論等も含めて

その関連でも結構でございますが、ございましたらよろしくお願いします。 

 それでは、どうぞ。 

○質問者Ｄ  

 今のやりとりを聞いていて少し混乱をしてしまったのですが、今回のリスコミは検査対
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象の月齢ということでございますよね。仮に、まずないとはいえ、仮に感染があったとし

て、見逃したとしてですね。これ全く仮定ですよ。その時に、私たちが心配しているのは、

もちろん牧畜業を営んでいる方は別の関心もおありでしょうが、消費者の関心は食べてど

うなのかということです。危険部位を取り除いていれば、私は安全であると認識しており

ますが、それに間違いはないのでしょうか。 

○酒井 今のお考えに間違いはないと思います。安全が確保されています。それから、こ

れはリスク管理側の話だと思いますが、と畜検査はＢＳＥ対策だけではなくて病原微生物

とか、あるいは寄生虫などの検査を行っています。衛生面での安全が確認されたものが流

通されますので100％安全であると言えます。 

○質問者Ｄ 今の先生のお話をお聞きすると、私たちが肉を食べるということに関しては、

直接的関係がないというと語弊がありますが、ＳＲＭとかそういうところで、危険部位の

除去というところで確保されていると。この部分のことというのはまた別の意味があると

いうことなのでしょうか。検査をすると。ここの検査の意味です。それをもう少し丁寧に

説明をしていただけたらと思います。 

○姫田 ありがとうございます。これは実は日本、ＥＵ、アメリカでかなり最初から考え

方が違っていたのではないかなと思っています。これは先程の方がおっしゃっていたよう

に、当初、平成13年の時に、全頭検査を行うということになった時、あの時のイメージで

は、全頭検査をやることと、それからＳＲＭを取り除くこと２つで安全性を確保するとい

うことがあったと思います。当時、ＥＵもそれに近いことを言っていましたが、やはり、

よく考えてみると、特定危険部位をきちんと取り除くということで食品としての安全性が

確保できると。その中で、我が国では平成13年のＢＳＥの国内発生に始まり、平成17年の

20か月にする時にも、まだ全頭検査することで安全ですと農林水産省のホームページに掲

載してあるというような御指摘を受けた次第でございます。当初、混乱の中で検査に対し

て非常にウエートを置いて国民の皆様方にお話をしてきたというのは事実でございます。

それを今、プリオン専門調査会の先生方の中で検査のあり方や特定危険部位をしっかり取

り除いていくということを、どう位置付けていくかということが、まだ、もう少し我が国

では議論が残っているかと思っております。 

 先程も最後に酒井座長からお話があったように、非定型について、8.3歳とか９歳とか

という議論がありましたが、8.3歳なり8.9歳以上しか確認されてないということなのです

が、それについて検査なしでいいのだろうかとか、そういう議論が少し残っているかと思

っております。そういう意味では、やはり、もう一度、専門家の間で、科学者の間でその

考え方について議論し、特定危険部位を取り除くことによって、安全性を確保することが

できるのだという結論を得たいと思っております。今はまだ、そこまで明確に食品安全委

員会として結論を出したわけではないということを御理解いただきたいと思います。 

 もう一つは、特定危険部位さえ取り除けば、安全であると議論される方もいらっしゃる

のですが、特定危険部位を取り除くということ、99.99％取り除くことはできても、それ
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でも、100％取り除けるのかというと、それはあり得ないことなので、そういう意味では、

やはりよりセーフティーネットを幾つかとるという考え方というのはリスク管理上あり得

るべきだと私は思っているところでございます。 

○司会 さらに御意見、御質問等あればお受けいたしたいと思います。何かございますで

しょうか。 

 それでは、そちらの男性の方お願いします。 

○質問者Ｅ 今日はありがとうございました。 

 １点お伺いしたいのですが、先程、局長は低い月齢で検査を行うことは無駄だというふ

うにおっしゃっていたのですが、それはそのとおりだと思うのですが、今回、48か月齢ま

で引き上げられるというような話になっていますが、その前に、もっと引き上げてもいい

のではないか、72か月とかでもいいのではないかというような議論もあったとは思います。

これを恐らく、今後さらに引き上げがあるのかどうかというような、どんどん引き上げが

起こっていくと思うのですが、それが今後どのようなスケジュールで検査月齢の引き上げ

が行われていくのか、何か予定とかありましたら教えていただきたいと思います。 

○姫田 まず、今回のさらなる引き上げについて、厚生労働省からの一番最初の諮問につ

いては、今回、答申をお返ししたので、この48か月齢で答申をお返ししたということで御

理解いただきたいと思います。そういう意味では、他の４か国についてはまだ評価が残っ

ているので、データがそろい次第、専門調査会で検討を始めていただくということになっ

ておりますが、まだ、その検討は始まっておりません。それでは、それ以上引き上げるか

どうかということについては、当然リスク管理側がどう考えていくかということになるか

と思います。ただ、今現在もう一度、さらに引き上げるという諮問がされたとしても、現

時点で最新の科学的なデータに基づいて協議してリスク評価をした結果がこれであるので、

今すぐにもう一度評価を行ったからといって検査月齢を引き上がるというわけではないと

いうこともあります。よって、当然次の新しい科学的データ、あるいはＢＳＥの有病率で

のデータが積み重ねられて、昨年が21頭の発生にとどまっておりますけれども、今後どの

ようになっていくかとか、そのことも踏まえてさらにということになるかと思います。 

 ただ、食品安全委員会では、自ら評価というものがあるのですが、通常、食品安全委員

会が自ら評価を行う場合は、リスクが高い状態であるのに、そのことに対してリスク管理

機関が管理措置を十分に講じていないような場合に行うものであり、リスク管理機関の厳

しすぎる基準に対して、より基準を下げるという方向で評価をし、リスク管理機関に物申

すということは行っていません。リスク管理機関が緩過ぎるということ、あるいは健康被

害を起こす可能性がある物質について、まだ何も対応をしていない、そのような場合にお

いて、私どもが評価を行うということなので、当然、今回の検査月齢の引き上げとか規制

の緩和ということについては、まず、リスク管理機関がどう考えるかということが優先さ

れると思います。 

○司会 よろしいでしょうか。その他御質問、御意見等ございますか。 
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 それでは、そちらの女性の方。 

○質問者Ｆ 京都の一般消費者団体から参りました。 

 ゼロリスクがないということで、表現も、やはり極めて低いというような表現になって

いますが、飼料規制に関しては完全にできているというように断言なさっています。生産

地から消費地までの流通の過程においては、どのようになっているのかというのは、本当

に疑いを持って見なければいけないケースが、今までも多々ありました。例えば、汚染米

のこともありましたし、そういうことがあったという経験から言いますと、ここの部分が

完全に管理されているということに関しても、本当にそうなのかというのは消費者の方は

疑いの目を持ってしまいます。そのあたり、もう少し丁寧にお話しいただきたいのと、あ

と飼料の流通に加えて飼料の生産の部分にも管理がきちんと行われているのかというとこ

ろも、お話ししていただきたいなと思いました。 

○姫田 飼料規制については、平成13年の10月に肉骨粉の輸入と使用を禁止しております。

その後、平成19年に飼料規制の再度の強化ということで、いわゆるＡ飼料、Ｂ飼料と言っ

ておりますけれども、牛あるいは反すう獣用の飼料と、それから豚鶏用の飼料を分離して

おります。これは全部全ての飼料工場で分離もしくはそれぞれの工場の牛の飼料をつくる

専用工場と豚鶏の飼料をつくる専用工場に分けるか、単独工場にするかというようなこと

で管理を行っています。これはなぜかというと、理論的には一緒につくっても問題はない

のですが、交差汚染対策ということで、交差汚染をいかに防ぐかということに重点を置い

ています。よって、豚と鶏については牛以外の肉骨粉について使えることになっておりま

す。ただし、牛が豚鶏の肉骨粉を使ってもＢＳＥの発生原因にならないのですが、肉骨粉

の形態が似ておりますので、万が一交差汚染が起こった場合、牛に使用していたらリスク

があるのではないかということで、かなりリスクを下げる方向で、牛の肉骨粉は使わない

けど豚鶏の肉骨粉は使えますと。しかし、それには、万が一豚鶏の肉骨粉が牛に入っても

大丈夫だが、それでも工場を分けているということで、かなり厳しい管理を行っています。 

 具体的に、それでは、そのリスク管理がきちんと行われているかということなのですが、

これは農林水産省の独立行政法人であります消費安全技術センター、昔の肥飼料検査所と

いうところが行っています。ＦＡＭＩＣとも言われますが、ここがコンスタントに立入検

査を行っています。この立入検査は事前に連絡を行うということではなく、突然に行って、

試料として飼料を無料でサンプリングして、検査を行うというスタイルの厳しい検査です。

この検査結果を私ども今回のリスク評価、あるいは前回のリスク評価の時に提出していた

だいております。その結果として、いわゆるリスクに関わるものがあったかというと、先

程座長から説明がありました、７ページ、スライドの14でございます。点検結果の総合評

価ということで、レンダリング施設、飼料工場等の監視体制と遵守率に関する項目でとい

うことであります。ここで農林水産消費安全技術センターが検査した結果、１例だけ牛由

来のたんぱく質が混入していたと。これはどの位混入していたかというと、ＰＣＲで検査

を行うので、ほんのわずか混入していても確認されてしまうということで、それがたった
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１例あったということです。その他、たくさんの違反事例ありますが、それは栄養成分が

足らないとか、抗菌性物質が少なかったとか、ビタミンが足らないとかというようなもの

なので、これはＢＳＥのリスクとは全く関係のないものです。牛たんぱく質が混入してい

た事例の原因は、どうも肉骨粉を製造するレンダリング施設に供給すると畜場のラインで、

そもそも、と畜場は豚と牛で施設は分けてあったのですが、作業員のトイレが１つだった

ということで、トイレで交差汚染があったのではないかと考えられています。この事例に

ついては、製造された飼料の出荷前に確認がとれたため、ロット単位で全部を抑えて焼却

したということがあります。このような状況で、飼料のＢＳＥに関する管理は行われてい

るということから、そういう意味で先程申し上げたように飼料規制については確実に行わ

れているとリスク評価を行ったと考えております。 

 参考資料１の26ページのところに、下にＡ飼料、Ｂ飼料、それから表５のところに年度

別の検査指導件数と不適合件数というものがあります。これがＦＡＭＩＣで確認した検査

結果です。その中の１件だけがリスクがわずかに確認されたということになります。問題

はないという結果でしたが、他にも不適合件数が結構ありますが、これは栄養成分の間違

いとか、栄養成分の不足とか、人に対するリスクではなく、経済的な問題という意味で、

リスクはあったかと思われる事例でした。 

○司会 今日の配付資料の中で直接御説明をしました資料１、２の他に、参考資料と致し

まして、今、局長が申し上げた参考資料１というのは、今回パブリックコメントに掛けて

おりますプリオンの評価書の（案）の全文を載せたものです。その他にも基礎的な知識、

情報であるとかＱ＆Ａ等も付けておりますので、また参考として見ていただければと思い

ます。 

 その他に御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、こちらの男性の方。 

○質問者Ｇ 兵庫県から来ました。今日はどうもありがとうございました。 

 今回、48か月齢に線引きしたということですが、前回10月の答申の際には、その中の感

染実験で46月か月齢というような数字があったかと思うのですが、それは牛にエサを与え

る開始月齢が違うからか何かの理由があるのかなと思うのですが、46か月というような意

見も出たのでしょうか。一般的にこう考えると、より検査頭数が多い方が安心と考えられ

るので、46という線を引くといったような意見が会議等で出たのかどうか教えていただけ

ればと思います。 

○酒井 ただ今の感染実験で、エサの投与開始後42か月と44か月の違いだということだと

思います。53ページの資料４をご覧ください。感染実験のところで、１グラムを与えて42

か月目まで感染が認められていないととるのか、44か月目から感染が認められたととるの

かの違いで、内容的には一緒です。 

○司会 座長の今のお話は、53ページにありますのが経口投与実験の結果ということで、

投与後44か月のところで初めて検出されているということで、実際には投与時の月齢が４
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か月から６か月なので、短い方の４か月を足して48か月という形になっているということ

でございます。 

○酒井 これは実験に用いた子牛は４か月齢なので、44か月にプラス４か月ということで

48か月ということです。 

○司会 その他何かございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 大体予定していた時間にほぼ近づいて参りまして、御質問もほぼ出尽くしたように思い

ますので、よろしければこれで意見交換を終了させていただきたいと思います。 

 

（５）閉会 

○司会 皆様熱心な御議論をありがとうございました。さらに発言したいという方もいら

っしゃると思います。是非、お手元にありますアンケートに御意見等記入いただきますよ

うお願いをいたします。 

 また、冒頭に申しましたとおり現在評価書（案）に対するパブリックコメント中でござ

います。この期限が５月８日ということになっております。こちらの意見、情報の募集の

方に御意見をお寄せいただければと思います。本日の意見交換会を踏まえまして、御意見

等いただければ幸いに存じます。 

 それでは、酒井座長、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の意見交換会を終了させていただきます。円滑な議事進行に御

協力いただきまして、どうもありがとうございました。 

 お渡ししておりますアンケートに是非、御記入の上、出口に回収箱を用意しております

ので、そちらにお入れいただければと思います。また、食品安全委員会では日常的にも食

の安全ダイヤルなどでも御意見や情報を受け付けておりますので、そちらも、是非、御活

用ください。 

 それから、会場の事情もございまして、ごみに関しましては大変申しわけございません

が各自お持ち帰りいただきますようお願いを致します。 

 本日は長時間にわたりましてどうもありがとうございました。お気をつけてお帰りくだ

さい。 

 会場の都合上、恐れ入りますが速やかに退出をお願い致します。本日はどうもありがと

うございました。 

 

午後４時３１分 閉会 


